
 

船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１月２１日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 山口県萩市見
み

島北北西方沖  

 見島北灯台から真方位３３０°７.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°５４.７′ 東経１３１°０３.０′） 

事故の概要  漁船第一実
じっ

照
しょう

丸は、西南西進中、また、漁船晴
せい

福
ふく

丸は、北西進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１月２８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第一実照丸、１９トン 

ＦＫ２－２４０３（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 晴福丸、６.６トン 

ＹＧ２－７８４６（漁船登録番号）、個人所有 

第２９１－３７４６６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部自動いか釣り機に凹損 

Ｂ 右舷船首部錨台に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、法定灯火を表示し、いか釣り

漁の目的で自動操舵により、約１０ノット（kn）の速力（対地速力、

以下同じ。）で西南西進中、船長Ａがレーダー上で左舷船首方約３Ｍ

にＢ船を認め、Ｂ船との接近を避ける目的で、針路を約１０°右舷方

に向けた。 

船長Ａは、この針路であればＡ船がＢ船の前路を通過してＢ船と衝

突することはないと思い、船首方に意識を向け、同じ針路、速力で航

行を続けていたところ、Ｂ船が接近していることに気付かず、Ａ船の

左舷中央部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、漁場に向け

て自動操舵により、約９kn の速力で北西進中、船長Ｂが、船室で食事

の準備をしていたところ、衝撃を感じて操舵室に上がり、Ａ船と衝突

したことを認識した。 

船長Ｂは、出航して漁場に向かう間の海域でふだん他船を見かけて

おらず、また、周囲に船舶が見当たらない場所では、自動操舵で航行



 

しながら船室で食事の準備をすることがあった。 

分析  

 

 Ａ船は、自動操舵で西南西進中、船長Ａが、Ｂ船を認め、右舵を 

とって針路を約１０°右舷方に向けたのち、Ａ船がＢ船の前路を通過

して衝突することはないと思い、船首方に意識を向け、同じ針路、速

力で航行を続けたことから、Ｂ船が接近していることに気付かず、Ｂ

船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、漁場に向けて自動操舵で北西進中、船長Ｂが、前路に他船

はいないと思い、船室で食事の準備をしながら航行を続けたことか

ら、Ａ船に接近していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

船長Ｂは、出航して漁場に向かう間の海域でふだん他船を見かけて

いなかったことから、今回も前路に他船はいないと思ったものと考え

られる。 

原因  本事故は、Ａ船が自動操舵で西南西進中、Ｂ船が自動操舵で北西進

中、船長Ａが、Ｂ船を認め、針路を約１０°右舷方に向けたのち、Ａ

船がＢ船の前路を通過して衝突することはないと思い、船首方に意識

を向け、同じ針路、速力で航行を続け、また、船長Ｂが、前路に他船

はいないと思い、船室で食事の準備をしながら航行を続けたため、互

いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、接近する他船を認めた時は、余裕のある時機に

変針するとともに、他船と衝突することはないと思わず、他船へ

の見張りを継続するとともに、衝突の恐れがある場合は回避措置

をとること。 

 ・船長は、航行中、他船を見かけなくても操舵室から離れることな

く、常時適切な見張りを行うこと。 

 


